
（別紙１） 

シンガポールにおける旅行博出展業務委託 

企画提案コンペ参加仕様書 

 

１ 委託業務を行う目的 

  別添業務仕様書「１ 業務の目的」のとおり。 

 

２ 企画提案コンペを行う目的 

当該企画提案コンペは、「シンガポールにおける旅行博出展業務」を委託すべき業者

を選定するために実施する。 

 

３ 委託業務の内容 （詳細は別添業務仕様書のとおり） 

（１） 委託業務名 シンガポールにおける旅行博出展業務 

（２） 委託期間  契約締結の日から令和６年３月２２日（金）まで 

 

４ 契約上限金額 ３,２９５,７８０円（消費税及び地方消費税 10％を含む） 

 

５ 参加条件 

 次に掲げる条件をすべて満たした者とします。 

（１）当該企画提案コンペに係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を

得ない者でないこと。 

（２）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三

十二条第一項各号に掲げる者でないこと。 

（３）三重県建設工事等資格（指名）停止措置要領により資格（指名）停止を受けてい

る期間中である者でないこと。 

（４）三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中で

ある者又は同要綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。 

（５）共同事業体により参加する場合は、各構成員が（１）～（４）の条件を満たすこ

と。※この場合、構成員単独での参加はできません。 

 

６ 企画提案資料その他必要書類 

（１）企画提案書 

・様式は日本産業規格の A４判（表紙・目次がある場合はそれも含めて 15 頁以内）、

長辺とじとし、提出部数は８部とする。 

・提案書には以下、①～②を含めて、できるだけ詳しく記載すること。 

① 業務仕様書「（１）NATAS Travel 2024への出展」について 



ア 旅行博出展ブースの出展概要（レイアウト、パネルデザイン等）に

ついて、イメージ図等を用いて記載すること。  

イ 旅行博出展当日の運営スタッフの人数、実施体制について記載する

こと。 

ウ その他、来場者が多く訪れ、効果的に訴求させる企画等があれば、

その内容を記載すること。 

②その他関連する業務 

   ア 手配予定のホテルを記載すること。 

（２）見積書 ８部 

記載様式は特に定めないが、積算の内訳については、大きく分類して「一式」と

見積もるのではなく、費用の内訳を可能な限り詳細に記載すること。 

また、合計金額は消費税及び地方消費税を除いた金額と、それを含んだ金額の両

方を記載すること。 

（３）企画提案コンペ参加資格確認申請書（第１号様式）及びその添付書類 １部 

（４）委任状（第 1-2号様式） １部 （※必要な場合） 

（５）共同事業体協定書兼委任状（第２号様式） １部 （※必要な場合） 

   上記様式とともに事業体の組織規定や会則、契約書等の写しを添付してください。 

（６）提案事業者の概要書  ８部 

提案事業者の組織概要（名称、所在地、設立年月日、資本金、従業員数等）、組織

体制（主な事業所を含む。）、沿革等を簡潔に記載すること。 

 

７ 提出方法 

（１）提出期限 

   令和５年 10月 10日（火）正午 締切（必着） 

（２）提出場所 

   〒514－8570 

    三重県津市広明町 13番地 

    三重県観光部 海外誘客課 

（３）提出方法 

・上記提出場所への持参 

   ・受取確認が可能な郵便や宅配便等による送付 

   ※原則として、企画提案資料を提出する際は、上記２つの方法によるものとする。

ただし、海外から提出する場合に限り、メールでの提出も可とする。 

・メールで提出する場合、「６企画提案資料その他必要書類」（１）から（６）ま

での資料は、それぞれ PDF化し、メールに 1部ずつ添付すること。 



なお、メールサイズが 25MBを超える場合、提出前に担当部局と提出方法につい

て、調整を図ること。 

 

８ 最優秀企画提案の選定・評価方法 

（１）選定方法 

書類審査を実施し、審査委員会が評価点方式により順位付けを行い、最も多くの

委員が１位を付けた企画を最優秀企画提案とする。 

なお、最低制限基準点（満点の 60％）未満の提案については、落選とする（１者

提案であっても同様）。 

（２）評価基準 

   以下の項目等により、企画提案内容を総合的に評価して選定する。 

   ①的確性 

・事業の趣旨を的確に理解し、業務仕様書の主要な要件を満たした適切な提案内

容となっているか。 

②企画性（比重配点×２） 

・業務仕様書の主要な項目を実施するにあたり、東海エリアの認知度を高めるた

めの効果的な提案ができているか。 

・その他、効果的な独自の方策が具体的に提案されているか。 

③事業実施体制 

・業務を行う上で適切な実施体制、スケジュールが提案されているか。 

・円滑なブース運営を行うことができる体制となっているか。 

④経済合理性 

・見積額及び積算内訳・根拠は適当か。 

・費用対効果の観点から積算内容は適切かつ効率的であるか。 

（３）審査結果の通知 

 審査結果は、選定後速やかに参加者に通知するとともにホームページにて公表す

る。 

（４）委託契約の締結 

   最優秀提案者と、その提案内容を踏まえ、委託契約を締結する。 

 

９ 企画提案書の内容についての質問の受付及び回答 

（１）質問の受付期間 

   令和５年９月 26日（火）から 10月２日（月）正午まで 

（２）質問の提出方法 

書面持参、電子メール（inbound@pref.mie.lg.jp）にて質問を受け付ける。 



（３）質問の内容 

   原則として、当該委託業務に係る条件や応募手続き等に関する事項に限る。 

   なお、次の質問は受け付けていない。 

  ・企画内容に関する照会 

  ・他の応募者の提案書提出状況に関する質問 

  ・積算に関する内容 

  ・採点に関する内容 

（４）回答方法 

   受け付けた質問に対する回答については、原則として 10 月３日（火）17 時まで

に、三重県ホームページに掲載する。 

 

10 契約方法に関する事項 

（１） 契約条項は、別途定める契約書のとおりとします。 

（２） 契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上の金額とします。ただし、愛知県財

務規則第 129条の３に該当する場合は全額免除とします。 

（３） 契約は、東海地区外国人観光客誘致促進協議会事務局（愛知県観光コンベンショ

ン局国際観光コンベンション課）において行います。 

 

11 その他 

（１）提案コンペ及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本

国通貨に限る。 

（２）契約書作成の要否  要 

（３）提案に必要な費用は、各提案者の負担とする。 

（４）提出のあった各提案書は、返還しない。 

 

12 担当部局 

   〒514－8570 三重県津市広明町 13番地 

    東海地区外国人観光客誘致促進協議会 番条、竹内 

    （三重県観光部海外誘客課事務取扱） 

    電    話：059－224－2847 

    ファクシミリ：059－224－2801 

    Email：inbound@pref.mie.lg.jp 

 


